
〔令和 7年 9月 30日改正、令和 8年 3月 11日施行〕 

《197～201㌻》「外務員資格試験等規則」一部改正 

新 旧 

第 １ 章  （略） 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第69条の規定に基

づき外務員資格試験（以下「試験」とい

う。）、外務員資格認定講習（以下「認定講

習」という。）、登録更新講習（以下「更新

講習」という。）及び登録外務員等に対する

研修（以下「研修」という。）に関し必要な

事項を定め、外務員の資格の取得等に関す

る業務の適正な運営を確保すること等を

目的とする。 

第 ２ 章  試 験 

（試験の実施） 

第２条 本会は、商品先物取引法（昭和25年

法律第239号。以下「法」という。）第200条

第１項（法第240条の11において準用する

場合を含む。）に規定する外務員（以下「外

務員」という。）の登録を受けようとする者

又は法第200条第７項（法第240条の11にお

いて準用する場合を含む。）の外務員の登

録の更新を受けようとする者に対し、外務

員に必要と認められる知識について試験

を実施する。 

（受験資格） 

第３条 試験を受けることができる者は、次

の各号に掲げる者とする。 

⑴ 会員の役員又は使用人

⑵ 会員を所属商品先物取引業者とする商

品先物取引仲介業者の役員又は使用人 

⑶ 法第190条第１項の許可及び法第240条

の２第１項の登録を受けようとする者で

あって、これらの申請に係る申請書の写

しその他の当該許可及び登録を受けよう

とすることを証する書面を本会に提出し

第 １ 章  （略） 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第69条の規定に基

づき実施する外務員登録資格試験（以下

「試験」という。）、登録更新講習（以下「更

新講習」という。）及び登録外務員等に対す

る研修（以下「研修」という。）に関し必要

な事項を定める。 

第 ２ 章  外務員登録資格試験 

（資格試験） 

第２条 本会は、商品先物取引法（昭和25年

法律第239号。以下「法」という。）第200条

第１項に規定する外務員（以下「外務員」

という。）の資格を取得しようとする者に

対し、外務員に必要と認められる知識につ

いて試験を実施する。 

（受験資格） 

第３条 試験を受けることができる者は、次

に掲げる者とする。 

⑴ 会員の役員及び使用人

⑵ 会員を所属商品先物取引業者とする商

品先物取引仲介業者の役員及び使用人 

⑶ 法第190条の許可及び法第240条の２の

登録を受けようとする者であって、定款

第36条の理事会（以下「理事会」という。）

が定める外務員資格試験等実施要領（以

下「試験要領」という。）に定める書類を
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た者（以下「未許可法人等」という。）の

役員又は使用人 

⑷ 会員及び会員を所属商品先物取引業者

とする商品先物取引仲介業者（以下「会

員等」という。）又は未許可法人等の役員

又は使用人として６か月以内に採用しよ

うとする者 

２ 前項の規定にかかわらず、試験を受けよ

うとする日において、次のいずれかに該当

する者は試験を受けることができない。 

⑴ 役員使用人等に対する指導、勧告、処

分に関する規則（以下「指導等規則」と

いう。）第16条第１項に規定する一級不都

合行為者 

 

⑵ 指導等規則第16条第１項に規定する二

級不都合行為者であり、当該不都合行為

者として取り扱うことを決定した日から

５年間を経過していない者 

 

 

⑶ 第９条第５項の規定により本会が試験

を受けさせないこととした者 

⑷ 試験に不合格となり、当該試験を受け

た日から30日を経過していない者 

 

（受験の禁止） 

第４条 会員等及び未許可法人等は、前条第

１項に掲げる資格を満たしていない者又

は第２項に該当する者に試験を受けさせ

てはならない。 

２ 本会は、前条第１項に掲げる資格を満た

していない者又は第２項に該当する者が

試験を受けた場合には、その受験がなかっ

たものとして取り扱うものとする。 

 

（試験の種類） 

第５条 試験は、次に掲げる２種類とする。

なお、日本証券業協会（以下「ＪＳＤＡ」

という。）の定める商品関連市場デリバテ

ィブ取引等の自主規制規則の適用に関す

る規則第５条第１項の規定により読み替

えられたＪＳＤＡの定める協会員の外務

本会に提出した者（以下「未許可法人等」

という。）の役員及び使用人 

⑷ 会員及び会員を所属商品先物取引業者

とする商品先物取引仲介業者（以下「会

員等」という。）又は未許可法人等が役員

又は使用人として６か月以内に採用しよ

うとする者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる者は試験を受けることができない。 

 

⑴ 試験の受験日において、役員使用人等

に対する指導、勧告、処分に関する規則

（以下、「指導等規則」という。）第16条

第１項の規定により本会が一級不都合行

為者として取り扱っている者 

⑵ 試験の受験日において、指導等規則第

16条第１項の規定により本会が二級不都

合行為者として取り扱っている者であり

当該不都合行為者として取り扱うことを

決定した日から５年間を経過していない

者 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

（受験の禁止） 

第３条の２ 会員等は、前条第１項に掲げる

者以外の者又は前条第２項に掲げる者に

試験を受けさせてはならない。 

 

２ 本会は、前条第１項に掲げる者以外の者

又は前条第２項に掲げる者が試験を受け

た場合には、その受験が行われなかったも

のとして取り扱う。 

 

 

（新 設） 
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員の資格、登録等に関する規則（以下「Ｊ

ＳＤＡ登録等規則」という。）第４条第７号

ホの「商先協が実施する所定の試験」とは、

次の第１号の試験のことをいう。 

⑴ 商品デリバティブ取引総合試験 

⑵ 商品先物取引限定試験 

 

（試験科目） 

第６条 試験は、次に掲げる科目について行

う。ただし、前条第２号に規定する商品先

物取引限定試験については第５号を除く。 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 金融商品取引法（昭和23年法律第25号）

に基づく商品関連市場デリバティブ取引

業務の基礎知識 

（削 る） 

 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

（受験手続） 

第７条 試験を受けようとするときは、外務

員資格試験等実施要領（以下「試験等実施

要領」という。）に定めるところにより、本

会に申し込むものとする。 

 

（受験手数料） 

第８条 試験を受けようとするときは、別表

で定める額の受験手数料を本会に納付し

なければならない。 

 

（受験の停止、合格の取消し等） 

第９条 本会は、不正の手段により試験を受

け、又は受けようとした者（以下「不正受

験者」という。）に対し、その受験を停止し、

合格の決定を取り消すことができる。 

２ 本会は、不正の手段による受験が行われ

た場合又は行われた可能性がある場合は、

その事実関係について調査することがで

 

 

 

 

 

 

 

（試験科目等） 

第４条 試験は、次の科目について行うもの

とする。 

 

⑴～⑷ （略） 

⑸ その他、理事会が必要と認めた科目 

 

 

２ 出題の範囲、問題の形式及び数、試験の

所要時間、合格判定基準等については、試

験要領による。 

 

（試験の実施） 

第５条 試験の実施日時、実施地その他試験

の実施に関し必要な事項は、試験要領によ

る。 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

（新 設） 
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きる。 

３ 会員等及び未許可法人等は、前項の規定

による調査に対し、当該事案に関する情報

提供その他必要な協力をしなければなら

ない。 

４ 会員等及び未許可法人等は、試験を受け

させようとする者に対して必要な指導を

実施するとともに、不正の手段による受験

の発生の防止に努めなければならない。 

５ 本会は、第２項の規定により調査した結

果、不正の手段により受験したと認めた者

に対しては、１年以内の期限を定めて試験

を受けさせないことができる。 

 

（合格証書の交付） 

第10条 本会は、試験に合格した者に対して

合格証書を交付する。 

 

（試験の細目） 

第11条 この規則に定めるもののほか、試験

に関し必要な事項は、試験等実施要領の定

めるところによる。 

 

 

第 ３ 章  認定講習 

 

（認定講習の実施） 

第12条 本会は、外務員の登録を受けようと

する者であって次条に定める要件を満た

している者に対し、外務員に必要と認めら

れる知識を取得するための認定講習を実

施する。 

 

 

（受講要件） 

第13条 認定講習を受講できる者は、ＪＳＤ

Ａ登録等規則第４条第１号に規定する一

種外務員の資格を有している者であって、

同規則第３条第１項に規定する登録を受

けている外務員又は会員等の外務員の登

録等に関する規則第８条に規定する外務

員の登録の申請までに一種外務員の登録

を受けていると見込まれる者であって、次

 

（新 設） 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

（合格証書の交付） 

第６条 本会は、試験に合格した者に対し、

「合格証書」を交付する。 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

第 ３ 章  外務員登録資格認定講習 

 

（講習の開設） 

第７条 本会は、外務員の資格を取得しよう

とする者であって次条に定める要件を充

足する者に対し、外務員に必要と認められ

る知識を取得するための外務員登録資格

認定講習（以下「認定講習」という。）を実

施する。 

 

（受講要件） 

第８条 認定講習を受講できる者は日本証

券業協会（以下「ＪＳＤＡ」という。）の協

会員の外務員の資格、登録等に関する規則

（以下「ＪＳＤＡ登録等規則」という。）第

４条第１号に規定する一種外務員の資格

を有し、第３条第１項に規定する登録を受

けている外務員（以下「一種証券外務員登

録を受けている者」という。）であって、次
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の各号に掲げる者とする。 

⑴ 会員の役員又は使用人 

⑵ 会員を所属商品先物取引業者とする商

品先物取引仲介業者の役員又は使用人 

⑶ 未許可法人等の役員又は使用人 

⑷ 会員等又は未許可法人等の役員又は使

用人として６か月以内に採用しようとす

る者 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、認定講習を受

講しようとする日において、次の各号のい

ずれかに該当する者は、認定講習を受講す

ることができない。 

⑴ 指導等規則第16条第１項に規定する一

級不都合行為者 

 

 

 

⑵ 指導等規則第16条第１項に規定する二

級不都合行為者であり、当該不都合行為

者として取り扱うことを決定した日から

５年間を経過していない者 

 

 

（削 る） 

 

 

⑶ ＪＳＤＡ登録等規則第６条又は第６条

の２の規定に基づく証券外務員の職務の

禁止措置を受けている者 

⑷ 内閣総理大臣から金融商品取引法第64

条の５の規定に基づく２年以内の職務停

止処分を受けている者 

⑸ 第15条で準用する第９条第５項の規定

により本会が受講させないこととした者 

⑹ 認定講習を修了していない者のうち、

当該認定講習の受講の日から30日を経過

していない者 

 

（受講の禁止） 

第14条 会員等及び未許可法人等は、前条第

１項に掲げる要件を満たしていない者又

に掲げる者とする。 

⑴ 会員の役員及び使用人 

⑵ 会員を所属商品先物取引業者とする商

品先物取引仲介業者の役員及び使用人 

⑶ 未許可法人等の役員及び使用人 

⑷ 会員及び会員を所属商品先物取引業者

とする商品先物取引仲介業者（以下「会

員等」という。）又は未許可法人等が役員

又は使用人として６か月以内に採用しよ

うとする者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のい

ずれかに該当する者は認定講習を受講す

ることができない。 

 

⑴ 認定講習の受講日において、役員使用

人等に対する指導、勧告、処分に関する

規則（以下「指導等規則」という。）第16

条第１項の規定により本会が一級不都合

行為者として取り扱っている者 

⑵ 認定講習の受講日において、指導等規

則第16条第１項の規定により本会が二級

不都合行為者として取り扱っている者で

あり、当該不都合行為者として取り扱う

ことを決定した日から５年間を経過して

いない者 

⑶ ＪＳＤＡ登録等規則第18条第２項で規

定する資格更新研修の受講義務者であっ

て当該研修を修了していない者 

⑷ ＪＳＤＡ登録等規則第６条、第６条の

２に基づく証券外務員の職務の禁止措置

を受けている者 

⑸ 内閣総理大臣から金融商品取引法第64

条の５に基づく「２年以内の職務停止」

処分を受けている者 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

 

（受講の禁止） 

第９条 会員等は、前条第１項に掲げる者以

外の者又は前条第２項に掲げる者に認定
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は第２項に該当する者に認定講習を受講

させてはならない。 

２ 本会は、前条第１項に掲げる要件を満た

していない者又は第２項に該当する者が

認定講習を受講した場合には、その受講が

なかったものとして取り扱うものとする。 

 

 

（削 る） 

 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

（準用） 

第15条 第７条から第11条までの規定は、認

定講習について準用する。この場合におい

て、第７条の見出し中「受験手続」とある

のは「受講手続」と、同条、第８条、第９

条第１項、第２項、第４項及び第５項、第

10条並びに第11条（見出しを含む。）中「試

験」とあるのは「認定講習」と、第８条（見

出しを含む。）中「受験手数料」とあるのは

「受講手数料」と、第９条の見出し並びに

同条第１項、第２項、第４項及び第５項中

「受験」とあるのは「受講」と、同条の見

出し中「合格」とあるのは「修了」と、同

条第１項中「合格の決定」とあるのは「修

了の認定」と、第10条（見出しを含む。）中

「合格証書」とあるのは「外務員資格認定

講習修了証書」と、同条中「に合格した」

とあるのは「を修了した」と読み替えるも

のとする。 

 

 

 

講習を受講させてはならない。 

 

２ 本会は、前条第１項に掲げる者以外の者

又は前条第２項に掲げる者が認定講習を

受講した場合には、その受講がなかったも

のとして取り扱う。 

 

（認定講習の内容） 

第10条 認定講習は商品先物取引に関係す

る法令・諸規則及び商業倫理を、その内容

とする。 

 

（認定講習の実施） 

第11条 認定講習の実施に際し必要な事項

は、試験要領による。 

 

（修了証書の交付） 

第12条 本会は、認定講習の受講を修了した

者に対し、「外務員登録資格認定講習修了

証書」を交付する。 

 

 

（新 設） 
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第 ４ 章  更新講習 

 

（更新講習の実施） 

第16条 本会は、外務員の登録の有効期間の

満了により登録の更新を受けようとする

者等に対し、更新講習を実施する。 

 

 

（削 る） 

 

 

 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

（受講要件） 

第17条 更新講習を受講できる者は、次の各

号に掲げる者とする。 

⑴ 会員の役員又は使用人 

⑵ 会員を所属商品先物取引業者とする商

品先物取引仲介業者の役員又は使用人 

⑶ 未許可法人等の役員又は使用人 

⑷ 会員等又は未許可法人等の役員又は使

用人として６か月以内に採用しようとす

る者 

２ 前項の規定にかかわらず、更新講習を受

講しようとする日において、次のいずれか

に該当する者は更新講習を受講すること

ができない。 

⑴ 指導等規則第16条第１項に規定する一

級不都合行為者 

⑵ 指導等規則第16条第１項に規定する二

級不都合行為者であり、当該不都合行為

者として取り扱うことを決定した日から

 

第 ４ 章  登録更新講習 

 

（更新講習の開設） 

第13条 本会は、外務員の登録の有効期限の

満了により登録の更新を受けようとする

者に対し、更新講習を開設する。 

 

（更新講習の日数・内容） 

第14条 更新講習の日数は１日とし、講習内

容は主として関係法令、商品先物取引に関

する専門知識、商業倫理等、外務員として

より一層の資質向上を図ることを目的と

するものとする。 

 

（更新講習の実施） 

第15条 更新講習の実施に関し必要な事項

は、試験要領による。 

 

（修了証書の交付） 

第16条 本会は、更新講習の受講を修了した

者に対し、「登録更新講習修了証書」を交付

する。 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 
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５年間を経過していない者 

⑶ 第19条で準用する第９条第５項の規定

により本会が受講させないこととした者 

⑷ 更新講習を修了していない者のうち、

当該更新講習の受講の日から30日を経過

していない者 

 

（受講の禁止） 

第18条 会員等及び未許可法人等は、前条第

１項に掲げる要件を満たしていない者又

は第２項に該当する者に更新講習を受講

させてはならない。 

２ 本会は、前条第１項に掲げる要件を満た

していない者又は第２項に該当する者が

認定講習を受講した場合には、その受講が

なかったものとして取り扱うものとする。 

 

（準用） 

第19条 第７条から第11条までの規定は、更

新講習について準用する。この場合におい

て、第７条の見出し中「受験手続」とある

のは「受講手続」と、同条、第８条、第９

条第１項、第２項、第４項及び第５項、第

10条並びに第11条（見出しを含む。）中「試

験」とあるのは「更新講習」と、第８条（見

出しを含む。）中「受験手数料」とあるのは

「受講手数料」と、第９条の見出し並びに

同条第１項、第２項、第４項及び第５項中

「受験」とあるのは「受講」と、同条の見

出し中「合格」とあるのは「修了」と、同

条第１項中「合格の決定」とあるのは「修

了の認定」と、第10条（見出しを含む。）中

「合格証書」とあるのは「登録更新講習修

了証書」と、同条中「に合格した」とある

のは「を修了した」と読み替えるものとす

る。 

 

 

第 ５ 章  （略） 

 

 

（削 る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ５ 章  （略） 

 

（受講及び受験手続） 

第17条 会員等及び未許可法人等は、その役

員又は使用人及び役員又は使用人として
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新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

 

 

 

（研修の実施） 

第20条 （略） 

 

 

附   則 

 

１．この改正は、改正の日（令和７年９月 30 日）

から起算して６月を超えない範囲において本

会の定める日から施行する。 

２．この改正の施行の日（以下「施行日」という。）

以前に改正前の規則（以下「旧規則」という。）

により本会が実施した試験に合格した者又は

採用しようとする者に更新講習若しくは

認定講習（以下「講習等」という。）又は試

験を受けさせようとするときは、別に定め

る様式により、本会に申し込むものとす

る。 

ただし、商品先物取引仲介業者の外務員

については、当該商品先物取引仲介業者の

外務員の登録申請等を行う会員がこれを行

う。 

２ 前項の受講・受験料は、理事会がこれを

定める。 

 

（受講・受験の停止及び合格の取消し等） 

第18条 本会は、不正の手段により講習等又

は試験を受け若しくは受けようとした者

に対し、その受講・受験を停止し、又は受

講修了の認定を取り消し、若しくは合格を

取り消すことができる。 

２ 会員は、会員が役員又は使用人として採

用しようとする者に講習等又は試験を受

けさせたにもかかわらず、当該講習等を受

講した者又は当該試験に合格した者が入

社しないこととなった場合には、ただちに

本会へ届け出なければならない。 

３ 本会は、前項の規定により会員が届け出

を行った場合には、当該届け出の対象者の

講習等の受講又は当該合格者の合格を原

則として取り消すものとする。ただし、会

社都合により当該者が入社しないことと

なった場合はこの限りではない。 

 

（研修の実施） 

第19条 （略） 
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認定講習若しくは更新講習を修了した者は、改

正後の規則（以下「新規則」という。）により本

会が実施した試験に合格した者又は認定講習

若しくは更新講習を修了した者とみなす。 

３．施行日以前に旧規則第 18 条の規定による受

講、受験の停止等の処分を受けた者について、

新規則第９条第５項（第 15 条及び第 19条で準

用する場合を含む。）の規定は適用しない。 

４．施行日以前に旧規則第７条の規定による認定

講習又は第 13 条の規定による更新講習を修了

しなかった者について、新規則第 13 条第２項

第６号又は第 17 条第２項第４号の規定は適用

しない。 

５．２から４に定めるもののほか、新規則の施行

に関し必要な措置は、本会会長が定めることが

できるものとする。ただし、当該措置を定めた

場合には、速やかに理事会に報告するものとす

る。 

 

 

 

【別 表】 

 
会 員 等 

未許可法人

等 

商品デリバティブ取引

総合試験 
 8,000 円 16,000 円 

商品先物取引限定試験  6,000 円 12,000 円 

外務員資格認定講習 13,000 円 26,000 円 

外務員登録更新講習 10,000 円 20,000 円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 
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